
●　関連ポスターに記載ある注意事項

各主催者は、活動に際し、下記の損害保険に加入します。（対象：活動に参加する指導員・子ども）

H30年度の活動損害保険加入　死亡保険金　５００万　通院　10,000円/日　　入院　10,000円/日
H29年度の活動損害保険加入　死亡保険金１０００万　通院　２,000円/日　　入院　 ４,000円/日

１、Ｈ30年度の活動時に加入する損害保険の補償内容は、昨年度の内容を変更しました。

２、支払保険料は、各活動すべて助成金対象外経費とするため、指導員の皆様のご寄付をもって、保険料
　  の原資とさせて頂いています。 ご寄付に感謝申し上げます。

　保険加入手続きのため、事前に、大人の参加予定数、お子様の参加予定数を、主催者にお知らせください。

●　活動の目的は、活動をご支援くださる機関によって異なります。

１、『子どもゆめ基金の活動』は、子どもの地域奉仕活動への体験学習として企画されています。
　  『子どものための活動』という位置づけです。地域や高齢者のために企画された活動ではありません。

２、『札幌市市民まちづくり推進助成活動』は、除雪支援する地域の扶助力増進支援や高齢者世帯を支援
　    する活動という位置づけです。

３、『 どのように、活動内容を区別するか？』については、各活動内容を、区別する必要はありません。 
　  安全に、事故なく、活動を完了することで、それぞれの活動目的は、達成されます。
　  ただし、活動目的の異なる活動が、混在している点をご承知おき下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　子どもたちが、『 支援してやってるんだ ！！　手伝ってやってるんだ ！！ 』  という 『 おごり 』の心ではなく、
　子どもたちが、『誇り』をもって参加できる活動となりますよう、各活動、ご指導よろしくお願い致します。

●　活動時、加入する損害保険について


